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社長必見、お役立ち情報が盛りだくさん！ 

公庫による金融個別相談会の開催 

金融公庫盛岡支店国民生活事業による金融個別相談会を

開催します。セーフティネット貸付等の相談に応じます

ので、是非ご利用下さい。 

記 

①日  時：２月２５日（水）１３：３０～１６：３０ 

②場  所：商工会館１階経営相談室 

③申込方法：右記申込書でＦＡＸ願います。 

      後日ご連絡致します。 

④申込締切：２月２３日（月） 

セーフティネット貸付拡充のお知らせ 

 政府の追加経済対策「生活対策」を受け、セーフティネット貸付を拡充し、資金繰りでお困りの事業者の方々

を積極的に支援しています。 

●セーフティネット貸付の特徴  長期・固定の安定資金  担保・保証人にも弾力的に対応 

資金名 
融資限度額 

（上段：小規模事業向け 

下段：中小企業向け） 
融資期間 据置期間 

４千８百万円 経営環境変化対応資金 
７億２千万円 

設備（１５年以内） 
運転（ ８年以内） 

４千万円（別枠） 金融環境変化対応資金 
３億円（別枠） 

設備（１５年以内） 
運転（ ８年以内） 

３千万円 取引企業倒産対応資金 
１億５千万円 

運転７年以内 

基準金利 
（但し、業績が特に悪化している

方の運転資金には 
「基準金利－０．３％」） 

４お問合せ先  
日本政策金融公庫盛岡支店 国民生活事業 ６２３－４３７６  中小企業事業 ６２３－６１２５ 

 

金融個別相談会申込書 

ＦＡＸ６８７-３０９０ 

まで切り取らずにお送り下さい。 

 

事業所名  

担当者名  

連絡先  

希望時間  

 

中小企業緊急雇用安定助成金の創設 

急激な経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企

業事業主において労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に

かかる手当もしくは賃金等の一部が助成されます。 

１ 支給要件（生産量要件・雇用量要件ともに）が大幅に緩和されました。 

２ 助成率や教育訓練費の引き上げられました。 

○助成率 ３分２から５分の４へ 

○教育訓練を実施した際の教育訓練費１人１日１，２００円から１人 1日６，０００円へ 

３ 詳しくは、労働局またはハローワーク（公共職業安定所）へ 


